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新型コロナウイルス感染症対策に係る対応について 

 

このたび、県の警戒レベルが福井県感染拡大警報に引き下げられました。しかしながら、

全国でも感染拡大が続いていることから、引き続き、市内の学校においても感染症への対

策を徹底いたします。 

つきましては、感染症予防として以下の対応をとりますので、ご理解とご協力をお願い

いたします。 

 なお、今後の感染状況の変化により対応の内容を見直してまいります。 

 

記 

 

１ 主な対応 

（１）感染症対策、熱中症対策 

   引き続き、マスクの着用やこまめな手洗い、換気、消毒等、感染症対策を徹底しま

す。また、熱中症等のリスクを考慮し、児童生徒の健康管理を第一に考えた空調管

理を行います。登下校や体育の授業、空調設備のない場所での活動等においては、

他の児童生徒等との距離を十分に確保するなど感染症対策を講じた上で、マスクを

外す工夫をします。 

（２）授業等 

   感染症対策を講じてもなお感染の可能性が高い一部の実技指導などについては、年

間授業計画を見直し、指導の順序を変更します。 

（３）部活動〈中学校〉 

以下の活動とします。保護者等の参観をご遠慮願う場合がございます。 

・通常の練習 

・県内の学校との練習試合・合同練習 

・中体連等が主催する大会 

（４）運動会、体育祭、文化祭等 

   内容や方法を工夫し実施します。日程短縮や内容の変更、保護者の参観についての

お願い等をする場合がございますのでご協力をお願いします。 

（５）修学旅行・自然教室・遠足・校外学習等 

   訪問場所等の感染状況や感染症対策、受入状況をあらためて確認し、活動内容や活

動方法を工夫し、実施します。 

 

２ お願い 

 夏季休業中も引き続き、県民行動指針に準じてご家庭での感染症対策をお願いいたします。 


